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人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
八
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長

西

野

三
紀
子

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

組

織

職

員

組

織

職

員

市
町
村

市
町
村

等

名

等

名

能
代
市

本

庁

議

会

事

務

局

局
長
、
事
務
次
長

能
代
市

本

庁

議

会

事

務

局

局
長
、
事
務
次
長

市

長

部

局

部
長
、
主
幹

市

長

部

局

部
長
、
環
境
産
業
部
主

、
局
長
、
次
長
、
防
災

幹
、
局
長
、
次
長
、
防
災

危
機
管
理
監
、
エ
ネ
ル

危
機
管
理
監
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
産
業
政
策
監
、
課

ギ
ー
産
業
政
策
監
、
課

長
、
参
事
、
市
有
財
産
活

長
、
参
事
、
市
有
財
産
活

用
室
長
、
総
務
課
秘
書
係

用
室
長
、
総
務
課
秘
書
係

長
、
総
務
課
行
政
係
長
、

長
、
総
務
課
行
政
係
長
、

総
務
課
職
員
係
長
、
財
政

総
務
課
職
員
係
長
、
財
政

課
財
政
係
長
、
総
務
課
に

課
財
政
係
長
、
総
務
課
に

お
い
て
秘
書
又
は
職
員
団

お
い
て
秘
書
又
は
職
員
団

体
の
事
務
を
担
当
す
る
主

体
の
事
務
を
担
当
す
る
主

席
主
査
、
主
査
、
主
任
及

席
主
査
、
主
査
、
主
任
及

び
主
事

び
主
事

会

計

課

会
計
管
理
者
、
課
長

会

計

課

会
計
管
理
者
、
課
長

教
育
委
員
会
事
務
局

部
長
、
次
長
、
課
長
、
参

教
育
委
員
会
事
務
局

部
長
、
次
長
、
課
長
、
参

事
、
所
長
、
教
育
総
務
課

事
、
所
長
、
教
育
総
務
課
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庶
務
係
長

庶
務
係
長

選
挙
管
理
委
員
会
事

局
長

選
挙
管
理
委
員
会
事

局
長

務
局

務
局

監
査
委
員
事
務
局

局
長

監
査
委
員
事
務
局

局
長

農
業
委
員
会
事
務
局

局
長
、
参
事

農
業
委
員
会
事
務
局

局
長
、
参
事

出
先
機

出
先
機

能
代
ふ
れ
あ
い
プ
ラ

施
設
長

関

関

ザ

図

書

館

館
長

図

書

館

館
長

略

略

略

略

略

略

略

略

男
鹿
市

本

庁

議

会

事

務

局

局
長
、
副
事
務
局
長

男
鹿
市

本

庁

議

会

事

務

局

局
長
、
副
事
務
局
長

市

長

部

局

理
事
、
部
長
、
地
域
づ
く

市

長

部

局

理
事
、
部
長
、
地
域
づ
く

り
推
進
監
、
防
災
監
、
建

り
推
進
監
、
防
災
監
、
建

設
技
監
、
課
長
、
主
幹
、

設
技
監
、
課
長
、
主
幹
、

企
画
調
整
班
長
、
総
務
班

企
画
広
報
班
長
、
総
務
班

長
、
人
事
班
長
、
財
政
班

長
、
人
事
班
長
、
財
政
班

長
、
企
画
政
策
課
に
お
い

長
、
企
画
政
策
課
に
お
い

て
秘
書
の
事
務
を
担
当
す

て
秘
書
の
事
務
を
担
当
す

る
副
主
幹
、
総
務
課
に
お

る
副
主
幹
、
総
務
課
に
お

い
て
人
事
及
び
行
政
改
革

い
て
人
事
及
び
行
政
改
革

の
事
務
を
担
当
す
る
副
主

の
事
務
を
担
当
す
る
副
主

幹
、
財
政
課
に
お
い
て
財

幹
、
財
政
課
に
お
い
て
財

政
計
画
の
企
画
の
事
務
を

政
計
画
の
企
画
の
事
務
を

担
当
す
る
副
主
幹

担
当
す
る
副
主
幹

会

計

課

会
計
管
理
者
、
課
長
、
主

会

計

課

会
計
管
理
者
、
課
長
、
主

幹

幹

教
育
委
員
会
事
務
局

課
長
、
主
幹

教
育
委
員
会
事
務
局

課
長
、
主
幹

農
業
委
員
会
事
務
局

局
長
、
副
事
務
局
長

農
業
委
員
会
事
務
局

局
長
、
副
事
務
局
長

選
挙
管
理
委
員
会
事

局
長
、
副
事
務
局
長

選
挙
管
理
委
員
会
事

局
長
、
副
事
務
局
長

務
局

務
局

監
査
委
員
事
務
局

局
長
、
副
事
務
局
長

監
査
委
員
事
務
局

局
長
、
副
事
務
局
長
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略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

鹿
角
市

本

庁

議

会

事

務

局

局
長
、
次
長

鹿
角
市

本

庁

議

会

事

務

局

局
長

市

長

部

局

部
長
、
部
長
待
遇
、
行
政

市

長

部

局

部
長
、
部
長
待
遇

経
営
推
進
官
、
次
長
、
次

、
次
長
、
次

長
待
遇
、
検
査
官
、
課

長
待
遇
、
検
査
官
、
課

長
、
課
長
待
遇
、
室
長
、

長
、
課
長
待
遇
、
室
長
、

政
策
監
、
技
術
監
、
危
機

政
策
監
、
技
術
監
、
危
機

管
理
監
、
総
務
課
に
お
い

管
理
監
、
総
務
課
に
お
い

て
秘
書
、
人
事
、
給
与
、

て
秘
書
、
人
事
、
給
与
、

服
務
、
福
利
厚
生
、
職
員

服
務
、
福
利
厚
生
、
職
員

団
体
、
庁
舎
管
理
又
は
法

団
体
、
庁
舎
管
理
又
は
法

令
審
査
の
事
務
を
担
当
す

令
審
査
の
事
務
を
担
当
す

る
主
幹
、
副
主
幹
及
び
主

る
主
幹
、
副
主
幹
及
び
主

査
、
財
政
課
に
お
い
て
予

査
、
財
政
課
に
お
い
て
予

算
の
事
務
を
担
当
す
る
主

算
の
事
務
を
担
当
す
る
主

幹
、
副
主
幹
及
び
主
査

幹
、
副
主
幹
及
び
主
査

会

計

課

会
計
管
理
者
、
課
長

会

計

課

会
計
管
理
者
、
課
長

選
挙
管
理
委
員
会
事

局
長

選
挙
管
理
委
員
会
事

局
長

務
局

務
局

教
育
委
員
会
事
務
局

教
育
部
長
、
イ
ン
タ
ー
ハ

教
育
委
員
会
事
務
局

教
育
部
長

イ
事
務
局
長
、
教
育
次

、
教
育
次

長
、
課
長
、
イ
ン
タ
ー
ハ

長
、
課
長

イ
事
務
局
次
長
、
課
長
待

、
課
長
待

遇
、
学
事
指
導
管
理
監
、

遇
、
学
事
指
導
管
理
監
、

政
策
監

政
策
監

農
業
委
員
会
事
務
局

局
長

農
業
委
員
会
事
務
局

局
長

監
査
委
員
事
務
局

局
長

監
査
委
員
事
務
局

局
長

略

略

略

略

略

略

由
利
本

略

略

略

由
利
本

略

略

略
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荘
市

出
先
機

総

合

支

所

支
所
長
、
主
幹
、
課
長
、

荘
市

出
先
機

総

合

支

所

支
所
長
、
主
幹
、
課
長
、

関

主
席
参
事

関

主
席
参
事

教

育

学

習

課

課
長
、
主
席
参
事

選
挙
管
理
委
員
会
出

所
長

選
挙
管
理
委
員
会
出

所
長

張
所

張
所

清

掃

事

業

所

所
長
、
主
席
参
事

中

央

公

民

館

館
長
、
主
席
参
事

中

央

公

民

館

館
長
、
主
席
参
事

図

書

館

館
長
、
主
席
参
事

図

書

館

館
長
、
主
席
参
事

ボ

ー

ト

プ

ラ

ザ

館
長

ボ

ー

ト

プ

ラ

ザ

館
長

鳥

海

診

療

所

所
長
、
事
務
長

鳥

海

診

療

所

所
長
、
事
務
長

略

略

略

略

略

略

略

略

に
か
ほ

本

庁

議

会

事

務

局

局
長
、
次
長

に
か
ほ

本

庁

議

会

事

務

局

局
長
、
次
長

市

市

長

部

局

部
長
、
課
長
、
セ
ン
タ
ー

市

市

長

部

局

部
長
、
課
長
、
セ
ン
タ
ー

長
、
所
長
、
総
務
課
の
総

長
、
所
長
、
総
務
課
の
総

務
班
長

及
び
人
事
秘

務
行
革
班
長
及
び
人
事
秘

書
班
長
、
総
合
政
策
課
の

書
班
長
、
総
合
政
策
課
の

企
画
調
整
班
長
、
財
政
課

企
画
調
整
班
長
、
財
政
課

の
財
政
班
長
、
行
革
推
進

の
財
政
班
長

課
の
行
革
Ｄ
Ｘ
推
進
班
長

会

計

課

会
計
管
理
者
、
課
長

会

計

課

会
計
管
理
者
、
課
長

教
育
委
員
会
事
務
局

教
育
次
長
、
課
長
、
所
長

教
育
委
員
会
事
務
局

教
育
次
長
、
課
長
、
所
長

選
挙
管
理
委
員
会
事

局
長

選
挙
管
理
委
員
会
事

局
長

務
局

務
局

監
査
委
員
事
務
局

局
長

監
査
委
員
事
務
局

局
長

農
業
委
員
会
事
務
局

局
長

農
業
委
員
会
事
務
局

局
長

略

略

略

略

略

略

仙
北
市

本

庁

議

会

事

務

局

局
長
、
次
長
、
課
長
、
参

仙
北
市

本

庁

議

会

事

務

局

局
長
、
次
長

、
参

事

事

市

長

部

局

部
長
、
医
療
連
携
政
策

市

長

部

局

部
長
、
医
療
連
携
政
策

監
、
次
長
、
危
機
管
理

監
、
次
長
、
危
機
管
理
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監
、
市
民
セ
ン
タ
ー
所

監
、
市
民
セ
ン
タ
ー
所

長
、
研
究
所
長
、
課
長
、

長
、
研
究
所
長
、
課
長
、

参
事
、
事
務
長
、
室
長
、

参
事
、
事
務
長
、
室
長
、

所
長
、
統
括
支
援
員
、
統

所
長
、
統
括
支
援
員
、
統

括
保
健
師
、
行
政
経
営
推

括
保
健
師
、
行
政
経
営
推

進
監
、
公
共
施
設
政
策

進
監
、
公
共
施
設
政
策

監
、
空
家
対
策
監

監

会

計

課

会
計
管
理
者
、
課
長
、
参

会

計

課

会
計
管
理
者
、
課
長
、
参

事

事

教
育
委
員
会
事
務
局

教
育
部
長
、
教
育
次
長
、

教
育
委
員
会
事
務
局

教
育
部
長
、
教
育
次
長
、

研
究
所
長
、
課
長
、
室

研
究
所
長
、
課
長
、
室

長
、
参
事

長
、
参
事

選
挙
管
理
委
員
会
事

局
長
、
参
事

選
挙
管
理
委
員
会
事

局
長
、
参
事

務
局

務
局

監
査
委
員
事
務
局

局
長
、
参
事

監
査
委
員
事
務
局

局
長
、
参
事

農
業
委
員
会
事
務
局

局
長
、
参
事

農
業
委
員
会
事
務
局

局
長
、
参
事

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

井
川
町

本

庁

議

会

事

務

局

局
長

井
川
町

本

庁

議

会

事

務

局

局
長

町

長

部

局

課
長
、
統
括
主
幹
、
主
幹

町

長

部

局

課
長
、
室
長
、
参
事

会
計
管
理
者

会
計
管
理
者

教
育
委
員
会
事
務
局

局
長

教
育
委
員
会
事
務
局

局
長

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

羽
後
町

略

略

略

羽
後
町

略

略

略

出
先
機

病

院

院
長
、
副
院
長
、
事
務

出
先
機

病

院

院
長
、
副
院
長
、
事
務

関

長
、
総
看
護
師
長

関

長
、
総
看
護
師
長

中

央

公

民

館

館
長

中

央

公

民

館

館
長

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

施
設
長

ム
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略

略

略

略

略

略

略

略

本
荘
由

略

略

略

本
荘
由

略

略

略

利
広
域

出
先
機

養
護
老
人
ホ
ー
ム

施
設
長

利
広
域

出
先
機

養
護
老
人
ホ
ー
ム

施
設
長

市
町
村

関

市
町
村

関

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

施
設
長

圏
組
合

圏
組
合

ム

清

掃

セ

ン

タ

ー

施
設
長

清

掃

セ

ン

タ

ー

施
設
長

略

略

略

略

略

略

略

略

秋
田
県

略

略

秋
田
県

略

略

市
町
村

市
町
村

総
合
事

総
合
事

務
組
合

務
組
合

湖
東
地

会
計
管
理
者

区
行
政

一
部
事

務
組
合

略

略

略

略

略

略

略

略

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


